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大型商業施設の立地をめぐる広域調整

東北大学大学院工学研究科准教授 姥浦 道生

大型商業施設を代表とする大規模集客施設は、自治体域を越えた広域的な空間的影響を有し、地域拠

点構造を決定する重要な要素である。したがって、広域的な空間構造を望ましいものにするためには、

その広域的立地をコントロールすることが重要になる。本稿ではまず、法律による立地コントロールの

制度について紹介した上で、その先進的運用事例として福岡県の取り組みを概観した。また、そのよう

な法律の枠組みを越えた自主条例に基づく取り組みとして、福島県と兵庫県の制度と運用実態を概観し

た。その上で、今後の広域調整制度のあるべき姿について、「調整の対象」の観点からは対象拡大に必要

性を、「調整の基準」の観点からは都市圏計画の必要性を、「調整の手続」の観点からは県の主導的役割

の必要性を指摘した。

1 大型商業施設立地の広域調整

都市計画的な意味における「広域調整」と

は、自治体間、特に中心都市と周辺自治体と

の間の、成長による利益の配分を調整するこ

とを意味する。

歴史的には、急激な都市化に伴う都市の単

純な意味での拡大・郊外化プロセス――過密

による問題を抱えた中心都市から周辺部に適

切な密度で市街地が拡大していくプロセス

――から、その成長が安定化してくるに伴っ

て、またモータリゼーションが進展するに

伴って、成長の相対的中心、すなわち各種都

市機能の立地の重心が周辺自治体へと移り、

中心都市の衰退が引き起こされるという状況

が生じるようになってきた。具体的な都市機

能としては、居住機能、工業・産業機能、商

業機能が挙げられるが、この中でも都市構造

に対するインパクトが大きいのが、都市の中

心部の主要な構成要素である商業施設であ

る。

大型商業施設も、百貨店を中心として、従

来は都市の中心部に立地していた。しかし近

年は、モータリゼーションの影響やショッピ

ングセンターなどの業態の変化により、郊外

に分散的に立地するようになってきている。

そして、それ自体がセンターとしての機能を

有し、広域的な都市構造自体を改変させる影

響力を持っている。
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に役立つ点を強調した。同時に、将来的に家

具店プロジェクトが動き出す場合は、バラン

スある供給構造のため、残る中位中心都市で

あるガッゲナウ、ゲルンスバハ、あるいは

ビュールで行われるべきだと述べている6。

おわりに

BW州に新たに登場した統合令、一致令と

侵害禁止令は地域計画における転換であり、

大型商業施設の調整に大きな効果を発揮して

いる。転換がなければ、イケアは一定の売場

面積削減でラシュタット進出を認められたと

思われる。なかでも効果的なのが、一致令で

ある。規模が多彩な中位中心に対応できるだ

けでなく、区域外で商業開発が進めば購買力

の流入が減少して域内比率が高まり、自動的

に拡張する余地ができる点も優れている。

新しく3つの目標を追加した州発展計画は

もちろん重要だが、2001 年の地域計画法改正

の意義も見落としてはならない。統合立地場

所の範囲をレギオンプランに明示するよう義

務づけただけでなく、プラン変更が増加する

ことを見越して変更手続きの負担を軽減し、

プラン実現のために契約を行えることも盛り

込んだ。州経済省にあった目標離反手続の権

限を行政管区に移し、地域的調整手続と同時

に目標離反を扱えるようにしたことも重要で

ある。このような 2001 年改正の背景には、

1994 年から BW州が州都を含むシュツット

ガルトレギオンに特別法を制定して進めてき

たレギオン強化の試みがある7。特別法のう

ち、大型商業施設の調整に関係する部分を州

全体に広げたのが 2001 年の改正であり、期

待した効果を発揮している。

BW 州における大型商業施設の広域調整

は、地域計画の目標を尊重しつつも、状況に

応じて柔軟に判断し、合意によってプランを

変更している。また、レギオンがプラン実現

に積極的に動き、話し合いによる契約を促し

ていることも見落とせない。統合令が範囲

を、一致令と侵害禁止令が数値を示すことで

裁量の余地が縮小し、地域的調整手続の結果

を予測しやすくなったことが、協力を加速し

ている面も見える。広い商圏を有す大型商業

施設に関し、規模的に商圏に適したレギオン

を強化したことは、我が国にも参考になる。

ドイツの地域計画制度は、州によって異な

る点がある。既に一致令や侵害禁止令を導入

した州もあり、BW州は大型商業施設の広域

調整に大きく貢献したと言えよう。
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ドイツの都市計画家、ハンス・アドリアン

は、このようなセンター機能を中心とした広

域的な都市構造のあり方として、以下の4つ

を示している（参考文献（1））。

①保全都市（ヨーロッパ旧市街型）：中心市

街地を保全し、郊外型のセンターの建設

に伴う分散的都市成長を阻止するモデル

である。ただし、現代民主主義社会にお

いては、実現不可能なモデルである。

②調整された複数センターを有する都市

（旧西独型）：中心市街地を最も重要な商

業地域として維持した上で、広域的に分

散する居住地に物やサービスを供給する

ための補完的なショッピングセンター

（SC）が立地するモデルである。ただし、

歴史的中心地の文化的特質は失われてい

く。

③衰弱都市（旧東独型）：郊外型の超大型

SCが都市や地域へのモノやサービスの

供給を担う。中心市街地は伝統的建造物

が保全され、観光機能を有することにな

るが、基本的には衰弱化し、特別な住宅

地へと転換していく。

④人工的世界の都市（アメリカ・中欧型）：

専門化・機能最適化・システム化された

センター群が広域圏内での物やサービス

を供給し、旧中心市街地もその中の一つ

として機能する。面的な交通ネットワー

クによってアクセス性は維持される。

そして彼は、「中心地理論」や「分散的集中」

といった従来型のいわば理想論的広域計画理

論からの脱却を訴え、以下の4点が重要であ

るとした。

・開発を再びコントロール可能にするための

広域行政の改革

・大都市の要素として郊外居住を認めること

・重要な田園空間を、大規模かつ持続的に保

全または活用すること

・核都市が単に規制的手段に頼らず積極的に

競争の中に身を置くこと

我が国の地方都市の多くが類型③と④の間

に位置付けられることについては、異論はな

いだろう。しかし一方で、多くの計画を見る

限り、各県・自治体が類型②を目指している

ように思われる。しかし、このようなバラン

スの取れた都市圏構造は、自治体間の自由競

争を通じては実現することができない。個別

自治体による利益の追求が、地域全体で希求

する空間構造を形成することに、必ずしも結

びつくわけではないのである。そのため、こ

れらのギャップを埋めるための――アドリア

ンが述べるように、単純に規制的手段のみに

よることは逆に地域全体の活力を失わせるこ

とにつながるが、一定の開発コントロール手

法を用いつつ――調整が必要になるのであ

る。

では、我が国においては、このような広域

調整――特にその中でも都市構造に大きな影

響を有する商業施設の立地に関する広域調整

――はどのように行われているのだろうか。

2 広域調整に関する制度とその運用実態

(1）大店立地法に基づく広域調整

昭和 40 年代頃からの「流通革命」による

スーパーマーケットの進出に伴い、周辺中小

小売業の事業活動機会の確保のための調整制

度を定めた大規模小売店舗法が制定された。

これは、その後のモータリゼーションによる
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郊外型大型商業施設についても適用されてい

た。しかし、規制緩和の流れの中、2000 年の

まちづくり三法改正に伴い同法は廃止され、

大規模小売店舗立地法が新たに制定された。

この大店立地法は、大店法と異なり、地域

の生活環境保全を目的としている。そのた

め、審査内容も周辺の交通渋滞や騒音等に関

するものであり、都市圏の空間構造に関して

は、その対象にはなっていない。

(2）都市計画法に基づく広域調整

ア 広域調整制度

前述のまちづくり三法の改正により、都市

計画法上、床面積1万㎡以上の大規模集客施

設の立地が可能なのは、都市計画で商業地

域、近隣商業地域、準工業地域の指定がされ

ている区域内においてのみである。

したがってまず、市街化区域と市街化調整

区域の区分がされている地域のうち、市街化

調整区域においてそのような開発を行う場合

には、市街化区域への編入が必要となる。い

わゆる線引きの変更である。この線引きの変

更権限は県にある。県は、将来予測に基づき

商業系市街地の必要と見込まれる面積、いわ

ゆる「商業フレーム」を算出・設定し、それ

を自治体間に割り与えることによって、新た

に市街化区域に編入する商業系用途地域面積

の調整を行う。

次に、市街化区域内で商業地域等以外の用

途地域が指定されている場所や、いわゆる線

引きのされていない都市計画区域内の商業地

域等以外の場所において大規模集客施設の建

設を行うためには、その場所の指定用途を商

業地域等に変更しなければならない1。この

変更権限を有するのは市町村であるが、変更

に際しては、市の場合には県と協議を行わな

ければならず、また町村の場合には県と協議

した上で、同意を得なければならない。

県は、「市町村との当該協議に当たっては、

一の市町村を超える広域の見地からの調整を

図る観点又は都道府県が定め、若しくは定め

ようとする都市計画との適合を図る観点から

行うものとされて」（参考文献（2））いる。ま

た、「都道府県知事は、当該協議に当たり、必

要があると認めるときは、関係市町村に対

し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必

要な協力を求めることができることとされて

いる。これは、都道府県が当該市町村以外の

市町村の状況を円滑に把握できるよう設けら

れたものであり、都道府県知事は、市町村が

定めようとする都市計画による影響が広域に

及ぶと目される場合には、広域の観点からの

判断を適正に行うため、必要に応じて、関係

市町村に意見の開陳等を求めることが望まし

い」（同）ともされている。

このような県の協議プロセスにおいては、

明確な都市圏構造に関する基準が定められて

いるわけではない。都市計画区域マスタープ

ランは、その際の基準となりうるが、しかし、

都市計画区域が広域で、都市圏全体をカバー

して設定されている事例はほとんどないた

め、これが必ずしも都市圏域のマスタープラ
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は、このようなセンター機能を中心とした広
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散する居住地に物やサービスを供給する

ための補完的なショッピングセンター
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我が国の地方都市の多くが類型③と④の間

に位置付けられることについては、異論はな

いだろう。しかし一方で、多くの計画を見る

限り、各県・自治体が類型②を目指している

ように思われる。しかし、このようなバラン

スの取れた都市圏構造は、自治体間の自由競

争を通じては実現することができない。個別

自治体による利益の追求が、地域全体で希求

する空間構造を形成することに、必ずしも結

びつくわけではないのである。そのため、こ

れらのギャップを埋めるための――アドリア

ンが述べるように、単純に規制的手段のみに

よることは逆に地域全体の活力を失わせるこ

とにつながるが、一定の開発コントロール手

法を用いつつ――調整が必要になるのであ
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ンとして、調整基準として機能するわけでは

ない。そこで、県によっては大規模集客施設

の開発調整のための計画・基準を独自に定め

ている。以下では、福岡県の事例を見てい

く。

イ 福岡県：福岡県都市計画基本方針／都市

計画の運用方針

福岡県においては、2003 年に都市型社会に

対応した都市づくりを効率よく戦略的に推進

していくための方針として「福岡県都市計画

基本方針」を定め、それを広域的な都市計画

行政の基本的な方向性を示す論拠として活用

してきた。さらに 2007 年に、大規模集客施

設の立地基準として「大規模集客施設の立地

ビジョン」を策定し、2008 年にその内容を法

定都市計画区域マスタープランに取り込むこ

とで、法定計画としての位置づけを与えてい

る。その後、「大規模集客施設の立地ビジョ

ン」は、2016 年 12 月に一部改定されて、他の

ガイドライン・方針と共に「福岡県都市計画

の運用方針」として位置づけられている。

都市計画区域マスタープランでは、広域的

で多様な都市機能の集積を図る区域である

「広域拠点」38ヶ所と、身近な地域において都

市機能の集積を図る区域である「拠点」73ヶ

所（図1）が、「都市構造の形成方針図」に位

置づけられている。また、広域拠点や拠点の

都市機能を補完する目的で、公共交通軸の沿

線の駅やバス停付近が「公共交通軸の沿線」

として位置づけられている。床面積1万㎡以

上の大規模集客施設を認めるような用途規制

の緩和については、このうち広域拠点と基幹

公共交通軸沿線において認める、とされてい

る。

「広域拠点」は、都市計画区域マスタープラ

ンにおいて即地的に定められている。

これらの拠点内においては、それに適合す

る規模の大規模集客施設等の立地が認められ

るが、その区域外においても、ガイドライン
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に基づき評価を行い、適切と認められれば変

更が認められることになる。この際の評価

は、都市計画変更により拠点としての機能を

追加することが都市構造上妥当であるかどう

かという「都市構造の観点からの評価」と、

立地によって土地利用の外部不経済を発生さ

せないかどうかという「土地利用の外部性か

らの評価」の2つの観点である。このうち後

者は交通や騒音等による周辺への影響に関す

る事項であり、本稿と関係が深いのは前者で

ある。

この「都市構造の観点からの評価」にも、

「公共交通等でのアクセス性」や「環境に対す
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市機能の集積」である。これに関しては、ハ

フモデルを用いて当該集客施設の利用者数で

ある「集中人口」を算出した上で、①立地後

の評価対象地区の集中量が広域拠点の集中量

より小さく広域拠点の都市機能集積に影響が

ない場合、に加えて、②立地後の評価対象地

区の集中量が広域拠点の集中量と同程度以上

であり、かつ評価対象地区において、広域拠

点と同程度の商業、業務、文化等の多様な都

市機能が集積するなど都市構造の観点から広

域拠点としての役割を果たすことが見込まれ

る場合にも用途地域変更を認めるとしてい

る。このように、新たな広域拠点を形成する

ことも認めている点が興味深い。

ただし、このような評価プロセスを経るの

は、あくまで法定の用途地域変更が必要とな

る場合である。都市計画法上、立地可能な用

途地域であり、その変更が不要な場合には、

この手続きを経ることなく、大店立地法の手

続きに進むことになる。

(3）自主条例に基づく広域調整

ここまで述べてきた法定のプロセスでは、

拠点として位置づけられていない近隣商業地

域や準工業地域などにおいても大規模集客施

設の立地が認められるなど、コントロールが

十分に効かない場合がある。特に、用途地域

指定は市町村事務であるため、広域的な空間

構造に影響がある場合であったとしても、市

は県との「協議」の上、最終的には変更する

ということもありうる。

このような問題に対応するためには、自主

条例を制定する必要がある。以下では、この

ような対応を行っている事例として、福島県

と兵庫県についてみていくこととする。

ア 福島県：福島県商業まちづくり推進条例

福島県においては、「福島県商業まちづく

り推進条例」が制定されている。この条例

は、「将来に向かって、環境への負荷の少ない

持続可能なまちづくりや歩いて暮らせるコン

パクトなまちづくりの考え方に基づき、県に

あっては特に規模の大きな小売商業施設につ

いて広域の見地から適正な配置を推進し、地

域住民及び小売事業者等にあっては魅力ある

まちづくりに向けて相互に協力し地域に貢献
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題意識に基づき制定された。内容的には、「①

商業まちづくりの推進に関するビジョンの策

定」「②特定小売商業施設（店舗面積 6千㎡以

上）の立地に関する広域の見地からの調整」

「③特定小売商業施設の地域貢献活動の促進」

の3本の柱から構成されている。本稿と関係
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ンとして、調整基準として機能するわけでは
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定都市計画区域マスタープランに取り込むこ

とで、法定計画としての位置づけを与えてい

る。その後、「大規模集客施設の立地ビジョ
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「広域拠点」38ヶ所と、身近な地域において都

市機能の集積を図る区域である「拠点」73ヶ

所（図1）が、「都市構造の形成方針図」に位

置づけられている。また、広域拠点や拠点の

都市機能を補完する目的で、公共交通軸の沿

線の駅やバス停付近が「公共交通軸の沿線」

として位置づけられている。床面積1万㎡以

上の大規模集客施設を認めるような用途規制

の緩和については、このうち広域拠点と基幹

公共交通軸沿線において認める、とされてい

る。

「広域拠点」は、都市計画区域マスタープラ

ンにおいて即地的に定められている。

これらの拠点内においては、それに適合す

る規模の大規模集客施設等の立地が認められ
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するのは、このうち特に①と②である。

まず、商業まちづくりの推進に関するビ

ジョンとして、『福島県商業まちづくり基本

方針』を策定し、各生活圏の都市機能等が集

積されている地域に特定小売商業施設を集積

させることや、郊外部への特定小売商業施設

の立地を抑制させることなどを基本的な方向

として示した。その上で、「生活圏ごとに人

口や都市機能が集積されており、商業の集積

を図る必要がある市町村への立地を促進」す

ることを目的として、特定小売商業施設を誘

導する市町村に関する条件設定を行ってい

る。具体的には、県の都市計画区域マスター

プランにおいて商業を集積させる方針を明記

していること、公共交通機関の結節点があり

周辺市町村からのアクセスが良好であること

等、6要件である。これらの条件すべてを満

たすのが、福島市、二本松市、郡山市、須賀

川市、白河市、会津若松市、喜多方市、南会

津町、南相馬市、いわき市平地区・小名浜地

区・勿来地区の合計9市町（3地区）である

（参考文献（4））。さらに、この市町村の中で

誘導する地域として、認定中心市街地内の商

業地域等を示し、優先順位を設定している。

一方、「誘導する地域」以外、特に市街化調

整区域や農振農用地区域等においては、立地

を抑制する方針が示されている。

特定小売商業施設を新設しようとする場合

は、設置者は商業まちづくり推進条例に基づ

く県への届出が必要になる。そして県は、関

係市町村や住民等の意見、県商業まちづくり

基本方針、県商業まちづくり審議会の意見等

を踏まえて、広域的な見地から立地の適否に

関する意見を設置者に通知する、という流れ

になる。

これまで条例に基づき届出が出されたの

は、小名浜イオンモール（店舗面積 32,933㎡）

1件のみであり、これに対して関係市町村、

県等からの意見は特段出されていない。

イ 兵庫県：兵庫県大規模集客施設条例

兵庫県においては、立地計画の早期の段階

で事業者と知事が協議を行い、知事が関係行

政機関の意見を総合的に調整した上で、事業

者に対し必要な対策について意見を通知する

手続を定め、もって地域社会の健全な発展に

寄与することを目的として（参考文献（5））、

2005 年に大規模集客施設条例を制定した。

事業者は、大規模集客施設の新築等をしよ

うとするときは、周辺道路の交通量の変化そ

の他の大規模集客施設が周辺地域の都市機能

に及ぼす影響に関する調査を行い、その結果

を踏まえて基本計画書を作成し、建築確認申

請や大店立地法に基づく届出の前に、知事に

提出しなければならない（条例第3条）。知

事は、周辺市町村等の関係行政機関及び関係

公共施設の管理者の意見を聴き、事業者が講

ずべき対策について、大規模小売店舗等立地

審議会の意見を聴取した上で、知事意見書を

作成し、事業者に通知する（同第4条）。

その際の基準として、広域的な土地利用の

適正化の観点から、都市構造に対して広域的

に影響を与える大規模な集客施設の立地に対

する誘導・抑制の指針として「広域土地利用

プログラム」を定めている。

このプログラムにおいては、「商業機能を

中心としたまちづくりの方針が定まっている

こと」「多数の来訪者に対応可能な交通基盤
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が整っていること」「一定の商業集積がある

こと」という条件すべてを満たす地区につい

て、その位置づけや規模等に応じて「広域商

業ゾーン（立地規模の上限なし）」「準広域商

業ゾーン（同床面積2万㎡）」「地域商業ゾー

ン（同1万㎡）」に指定している（図2）。こ

のゾーン以外の地域においては、床面積6千

㎡までしか商業施設の立地は認められない。

なお、本プログラムは 2016 年に改正され、「特

に地域創生に資する取り組みを行う場合の特

例」として、通常の準広域商業ゾーンや地域

商業ゾーンにおいて認められる上限床面積そ

れぞれ2万㎡、1万㎡が 1.5 倍になる緩和特

例が新たに設けられた。

平野他（2016）によると、各ゾーンにおい

てプログラムの上限床面積を越えて立地した

店舗は、条例施行前の約4年半（2001 年4月

1日～2005 年9月 30 日）で 18 件だったの

が、最近約7年間（2008 年7月1日～2015 年

3月 31 日）では3件となっており、そのいず

れもがプログラムの緩和規定が適用された事

例である。このようにゾーニング対象地域に

おいては条例改正後に開発件数が激減してい

ることから、条例による立地規制の効果が見

られる、とされている（参考文献（6））。

3 広域調整の将来像

終わりに、ここまで見てきた実態と課題を

もとに、商業施設の立地をめぐる広域調整の

あるべき姿について、調整の対象、調整の基

準、調整の手続の3点から描いてみよう。

(1）調整の対象：対象立地場所の拡大必要性

調整の対象に関して、面積要件としては延

べ床面積1万㎡が一つの基準として想定され

ている。それを越えると、広域的な都市構造

への影響がある可能性が出てくる、というこ

とである。

広域的都市構造への影響の有無は、単に面

積のみならず、立地場所や取扱品目などさま
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するのは、このうち特に①と②である。

まず、商業まちづくりの推進に関するビ

ジョンとして、『福島県商業まちづくり基本

方針』を策定し、各生活圏の都市機能等が集

積されている地域に特定小売商業施設を集積

させることや、郊外部への特定小売商業施設

の立地を抑制させることなどを基本的な方向

として示した。その上で、「生活圏ごとに人

口や都市機能が集積されており、商業の集積

を図る必要がある市町村への立地を促進」す

ることを目的として、特定小売商業施設を誘

導する市町村に関する条件設定を行ってい

る。具体的には、県の都市計画区域マスター

プランにおいて商業を集積させる方針を明記

していること、公共交通機関の結節点があり

周辺市町村からのアクセスが良好であること

等、6要件である。これらの条件すべてを満

たすのが、福島市、二本松市、郡山市、須賀

川市、白河市、会津若松市、喜多方市、南会

津町、南相馬市、いわき市平地区・小名浜地

区・勿来地区の合計9市町（3地区）である

（参考文献（4））。さらに、この市町村の中で

誘導する地域として、認定中心市街地内の商

業地域等を示し、優先順位を設定している。

一方、「誘導する地域」以外、特に市街化調

整区域や農振農用地区域等においては、立地

を抑制する方針が示されている。

特定小売商業施設を新設しようとする場合

は、設置者は商業まちづくり推進条例に基づ

く県への届出が必要になる。そして県は、関

係市町村や住民等の意見、県商業まちづくり

基本方針、県商業まちづくり審議会の意見等

を踏まえて、広域的な見地から立地の適否に

関する意見を設置者に通知する、という流れ

になる。

これまで条例に基づき届出が出されたの

は、小名浜イオンモール（店舗面積 32,933㎡）

1件のみであり、これに対して関係市町村、

県等からの意見は特段出されていない。

イ 兵庫県：兵庫県大規模集客施設条例

兵庫県においては、立地計画の早期の段階

で事業者と知事が協議を行い、知事が関係行

政機関の意見を総合的に調整した上で、事業

者に対し必要な対策について意見を通知する

手続を定め、もって地域社会の健全な発展に

寄与することを目的として（参考文献（5））、

2005 年に大規模集客施設条例を制定した。

事業者は、大規模集客施設の新築等をしよ

うとするときは、周辺道路の交通量の変化そ

の他の大規模集客施設が周辺地域の都市機能

に及ぼす影響に関する調査を行い、その結果

を踏まえて基本計画書を作成し、建築確認申

請や大店立地法に基づく届出の前に、知事に

提出しなければならない（条例第3条）。知

事は、周辺市町村等の関係行政機関及び関係

公共施設の管理者の意見を聴き、事業者が講

ずべき対策について、大規模小売店舗等立地

審議会の意見を聴取した上で、知事意見書を

作成し、事業者に通知する（同第4条）。

その際の基準として、広域的な土地利用の

適正化の観点から、都市構造に対して広域的

に影響を与える大規模な集客施設の立地に対

する誘導・抑制の指針として「広域土地利用

プログラム」を定めている。

このプログラムにおいては、「商業機能を

中心としたまちづくりの方針が定まっている

こと」「多数の来訪者に対応可能な交通基盤
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ざまな要素によって決定されるものではあ

る。しかし、それを一つ一つ検討しなければ

ならないとなると、行政コストや出店者の経

済的コストがかかることになる。その意味で

は、自主条例を参考にしても、延べ床面積1

万㎡というのは一定の合理性を有していると

いえるだろう。

一方で、立地要件に関して、商業地域のみ

ならず近隣商業地域や準工業地域においても

これが基本的には認められるというのは、課

題であろう。近隣商業地域は、あくまで「近

隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行

うことを主たる内容とする商業」（都市計画

法第9条第9号）が立地する地域であり、ま

た準工業地域は「環境の悪化をもたらす恐れ

のない工業」（同第 11 号）が立地する地域で

ある。いずれも広域的影響のある商業施設の

立地を無条件に認めているとは、到底読み取

ることはできないからである。

したがって、商業地域指定区域以外におけ

る立地については、用途地域変更のための広

域調整手続きを経なければならない、とすべ

きであろう。

(2）調整の基準：都市圏計画の必要性

調整に際しては、その判断の基準となる都

市圏の計画が必要となる。本来的にはこの都

市圏計画は、単に大型商業施設の立地コント

ロールのためだけにあるのではなく、各種都

市機能の立地誘導、さらには土地利用や公共

交通網などの指針となる、都市圏空間の総合

的なマスタープランとなるべきものであろ

う。

この計画の内容については、即地的に示す

方法から文言で示す方法まで、多様な方法が

考えられる。即地的に示す場合も、敷地レベ

ルまで正確に示す場合から、概ねの位置を示

すにとどめる場合まで、いろいろある。また

は、文言規定と即地的指定を組み合わせる方

法も考えられる。明らかに認められる区域に

ついては事前確定的に即地的に指定した上

で、それ以外の区域においても、一定の基準

を満たし、手続きを経れば立地が認められ

る、というやり方である。

広域的観点から商業施設の立地が認められ

る区域を即地的に示すことによって事前明示

性は高まる。しかし一方で、その範囲を明確

かつ限定的にしすぎると、状況に応じたフレ

キシブルな対応が困難になるという運用上の

問題が生じることになる。逆に文言規定のみ

とすると、空間イメージの共有が困難になる

ことにより規制の実効性が失われる可能性が

生じるという問題が出てくる。

各県は、このような事前明示性の確保、フ

レキシビリティの確保、規制の実効性の確保

等の観点をバランスさせるために、さまざま

な計画手法をとっているといえる。

(3）調整の手続：県の主導的役割の必要性

調整手続に関しては、実態として特に地方

分権後に相当程度の権限が市町村に移譲され

たこと、また実態として市町村間に「お互い

様文化」がみられることを勘案すると、市町

村間での水平的調整のみに委ねることは難し

い。また、現状での広域調整も、県が一定の

役割を果たして行われている。

したがって、県が主導的役割を果たしつ

つ、調整を行っていく必要がある。その際に

都市とガバナンス Vol.31

まちづくりの新展開－公共施設・大型商業施設をめぐる広域調整－

122

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



19-01-365　115 2-5_シリーズ(姥浦先生)「商業施設の立地を...  Page 9 19/04/11 09:10  v5.51

は、――前項とも関連するが――県には単に

足して二で割る消極的仲裁主体としての役割

だけではなく、積極的に地域像を示し実現す

る主体としての役割も期待される。この調整

結果の実現性担保のためには、市による都市

計画決定に対する県の「同意」条件が必要で

ある。もちろん、この同意を拒否することが

できるのは、広域的観点からの理由に限定さ

れることは言うまでもない。
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る。しかし、それを一つ一つ検討しなければ

ならないとなると、行政コストや出店者の経

済的コストがかかることになる。その意味で
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ならず近隣商業地域や準工業地域においても

これが基本的には認められるというのは、課

題であろう。近隣商業地域は、あくまで「近

隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行

うことを主たる内容とする商業」（都市計画

法第9条第9号）が立地する地域であり、ま

た準工業地域は「環境の悪化をもたらす恐れ

のない工業」（同第 11 号）が立地する地域で

ある。いずれも広域的影響のある商業施設の

立地を無条件に認めているとは、到底読み取

ることはできないからである。

したがって、商業地域指定区域以外におけ

る立地については、用途地域変更のための広

域調整手続きを経なければならない、とすべ
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広域的観点から商業施設の立地が認められ

る区域を即地的に示すことによって事前明示

性は高まる。しかし一方で、その範囲を明確

かつ限定的にしすぎると、状況に応じたフレ

キシブルな対応が困難になるという運用上の

問題が生じることになる。逆に文言規定のみ

とすると、空間イメージの共有が困難になる

ことにより規制の実効性が失われる可能性が
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各県は、このような事前明示性の確保、フ
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等の観点をバランスさせるために、さまざま
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たこと、また実態として市町村間に「お互い
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村間での水平的調整のみに委ねることは難し
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